
　「秋川渓谷瀬音の湯」「五日市郷土館」「スタンプ協力店（※）」で、スタンプ台紙にスタン
プを押してゴールの「五日市観光案内所」にお持ちいただくと「市制施行20周年記念シール」を
プレゼントします。
　なお、イベントが開催される18日㈯は「五日市ひろば」がゴールになります。スタンプを押し
た台紙を「五日市ひろば」にお持ちいただくと、市の特産品などが当たる抽選に参加できます。
※光厳寺から五日市観光案内所までの間で、店頭に「スタンプ協力店」と表示されているお店
・あきる野ふるさと工房までは、公共交通機関をご利用ください。
・秋川渓谷瀬音の湯の営業時間は、午前10時からです。温泉施設（有料）や足湯（無料）を利用
　される場合、タオルは各自でお持ちください。

　養沢和太鼓会の皆さんによる養沢太鼓の演奏が行われます。

　市の特産品・農作物の販売、五日市中学校の郷土芸能部
や下町はやし連の皆さんによるお囃子の実演、秋川渓谷瀬
音の湯の「足湯コーナー」、秋川渓谷周辺の魅力あふれる
写真の展示などが行われます。

　観光ボランティアガイドや武蔵五日市七福神実行委員会
の皆さんがご案内します。

　おもてなし協力店では、参加者へ、さまざまなおもてなしをします。

○市役所
　●相続・遺言など暮らしの手続相談…３日㈮
　●交通事故相談…８日㈬
　●税務相談…13日㈪
　●法律相談…14日㈫・28日㈫
　●登記相談…17日㈮
　●人権身の上相談…24日㈮

○五日市出張所
　●法律相談…２日㈭
　●行政相談…22日㈬

○時間　午後１時30分〜４時30分

○予約　法律相談は、相談日の７日前の午前

　８時30分から電話で受け付けます。法律相

　談以外の相談は、随時受け付けます。

　相談先が不明な場合や日常の悩みごとなど

に市職員が担当窓口のご案内や専門の相談員

を紹介するなど解決に向けたお手伝いをしま

す。

○予約・問合せ　市民課市民相談窓口係

　（直通５５８−１２１６）


